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防犯灯維持管理費補助金交付要綱 

 

制定 平成１８年３月３０日 市協地第 10170号（副市長決裁） 

改正 平成２３年３月２２日 消 地 第 6 4 8 号（副市長決裁） 

改正 平成２４年３月１６日  消 地 第 6 6 7 号（副市長決裁） 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内会等が行う防犯灯維持管理費についての補助金を交付することに

より、街を明るくして、夜間における犯罪の発生を防止し、歩行者の通行の安全を図るこ

とを目的とする。 

２ 町内会等が行う防犯灯維持管理費についての補助金の交付については、横浜市補助金等

の交付に関する規則（平成 17年 11月横浜市規則第 139 号。以下「補助金規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、補助金規則の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者の通行の安全を図るため、公衆の用に供する道路を照

明するために設置されたもので、設置に係る基準等が横浜市防犯灯設置基準（平成２３

年６月１日 消地第８２号）を満たすものをいう。 

(2) 町内会等 町、丁目の全部又は一部を単位とする一定区域内に住所を有する者の地縁

に基づいて形成され、自主的に運営されている自治会町内会及び地区連合町内会をいう。 

（補助対象経費等） 

第３条 補助対象経費は、町内会等が所有し、かつ、維持管理している防犯灯の維持管理に

要する経費を対象とする。 

２ 町内会等の所有となっていない防犯灯にあっては、前項に定める防犯灯に準ずるものと

して町内会等が認めた防犯灯の維持管理に要する経費を対象とする。 

３ 補助対象の防犯灯の数は、毎年４月１日を基準日とする。  

（補助金額） 

第４条 前条の規定に基づく補助金額は、当該年度の予算額の定める範囲内とし、防犯灯１

灯につき年間 2，200円を上限とする。 

（交付申請等） 

第５条 この補助金の交付を申請しようとする町内会等は、区長の指定する日までに、防犯

灯維持管理費補助金交付申請書（第１号様式及び８号様式、以下「交付申請書」という。）

に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

ただし、建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年 4 月 4 日法律第 69 号）第 3 条に定
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める区分所有者の団体（以下「マンション管理組合」という。）が第 3条第 2項に定める防

犯灯についてこの補助金の交付を申請しようとする場合は、町内会等に代わりマンション

管理組合が区長に提出することができるものとする。この場合、以下、「町内会等」を「マ

ンション管理組合」に読み替えるものとする。 

(1) 町内会等の支払名義の防犯灯電気料金等領収証の写し、支払証明書の写し、又はそれ

に代わる書類の写し 

(2) 町内会等の支払名義の電気料金集約分内訳表の写し 

(3) その他区長が必要と認めるもの 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる関係書類は、東京電力株式会社等の電力事業者が発行し

たものとする。 

３ 補助金規則第５条第３項の規定により区長が交付申請書への記載、又は添付を省略させ

ることができる事項及び書類は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等の経費の配分及

び使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画並びに補

助金規則第５条第２項各号に掲げる書類とする。 

４ 交付申請書を提出後、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、防犯灯維持管理費補

助金交付変更申請書（第２号様式、以下「交付変更申請書」という。）により、区長にその

内容を届け出なければならない。 

（交付決定等） 

第６条 区長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等によ

りその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、防犯灯維持管

理費補助金交付決定通知書（第３号様式及び第９号様式、以下「交付決定通知書」という。）

により、その旨を補助金の交付を申請した町内会等に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めた

ときは、速やかに、防犯灯維持管理費補助金不交付決定通知書（第４号様式及び第１０号

様式）により、その旨を町内会等に通知するものとする。 

３ 区長は、補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、補助金の交

付の目的を達成するために必要な限度において、条件を付けることができる。 

（補助金の請求） 

第７条 町内会等は、前条の交付決定通知書の到達後、速やかに、防犯灯維持管理費補助金

請求書（第５号様式及び第１１号様式、以下「補助金請求書」という。）に、交付決定通知

書の写しを添えて、区長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第８条 区長は、前条の規定による補助金請求書を受けたときは、速やかに、補助金を交付

するものとする。 

（調査の実施） 



 3 

第９条 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、っ

町内会等に対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。 

（交付決定の取消又は補助金の返還） 

第 10 条 区長は、補助金の交付を受けた町内会等が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金交付の決定の内容の全部若しくは一部を取消し、防犯灯維持管理費補助金交付決定

取消通知書（第６号様式及び第１２号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 (1) この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくは交付条件に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

 (3) その他区長が必要と認めたとき。 

２ 区長は、前項各号のいずれかに該当するときは、防犯灯維持管理費補助金返還請求書（第

７号様式）により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を、期限を定めて求めるも

のとする。 

（維持管理の遂行） 

第 11 条 補助金の交付を受けた町内会等は、防犯灯の効果的な照明に留意し、その維持管理

に努めるものとする。 

２ 補助金の交付を受けた町内会等は、維持管理する防犯灯の数及びその所在の正確な把握

に努めるものとする。 

（関係書類の整備及び保存期間） 

第 12 条 補助金の交付を受けた町内会等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度

から起算して、５年間関係書類を整理し、保存するものとする。 

（委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、消防局長が別

に定める。 

 

附   則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附   則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附   則  

   １（施行期日） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   ２（経過措置） 

     第２条第２項第１号の設置に係る基準等が横浜市防犯灯設置基準を満たすものにあっ

ては、この要綱の施行日以前に補助金を受けているものについては、なお、従前の例に

よる。 


